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議案第９３号

　　　川崎市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について

　川崎市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定す

る。

　　　　　　　　　　　　平成２１年 ９ 月 ３ 日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　川崎市長　阿　部　孝　夫

　　　川崎市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例

　川崎市立学校の設置に関する条例（昭和３９年川崎市条例第２９号）の一部

を次のように改正する。

　第１条中「、特別支援学校及び幼稚園」を「及び特別支援学校」に改める。

　第２条中「別表第５」を「別表第４」に改める。

　別表第１中

「

 」

に改める。

 」

を 

「

川崎市立さくら小学校 川崎市川崎区桜本１丁目９番１５号

川崎市立東桜本小学校 川崎市川崎区池上新町１丁目１番３号

川崎市立桜本小学校 川崎市川崎区桜本１丁目９番１５号
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　別表第５を削る。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は、平成２２年４月１日から施行する。

　（川崎市立幼稚園保育料及び入園料徴収条例の廃止）

２ 　川崎市立幼稚園保育料及び入園料徴収条例（昭和４３年川崎市条例第２号）

は、廃止する。

　（川崎市旅費支給条例の一部改正）

３ 　川崎市旅費支給条例（昭和２２年川崎市条例第２１号）の一部を次のよう

に改正する。

　　別表の付表中

　「

　　　　　　　　　　　　　　」

　を

　「

高等学校教

育職給料表

幼稚園教育

職給料表

５級

４級

３級以下の

級

３級以下の

級

高等学校教

育職給料表
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　に改める。

　（川崎市職員の給与に関する条例の一部改正）

４ 　川崎市職員の給与に関する条例（昭和３２年川崎市条例第２９号）の一部

を次のように改正する。

　　第３条第１項中第７号を削り、第８号を第７号とする。

　　第１６条の４第１項中「又は幼稚園教育職給料表」を削る。

　　第１９条第５項中「及び市立幼稚園」を削る。

　　別表第５の２を削る。

　（川崎市職員の給与に関する条例及び川崎市任期付職員の採用及び給与の特

　例に関する条例の一部を改正する条例の一部改正）

５ 　川崎市職員の給与に関する条例及び川崎市任期付職員の採用及び給与の特

例に関する条例の一部を改正する条例（平成１８年川崎市条例第７１号）の

一部を次のように改正する。

　 　附則第１０項中「川崎市立高等学校及び幼稚園の教育職員の給与等に関す

る特別措置に関する条例」を「川崎市立高等学校の教育職員の給与等に関す

る特別措置に関する条例」に改める。

　 　附則第１３項第１号中「第４条第４項」を「第７条第４項」に改め、同項

　　　　　　　　」

５級

４級

３級以下の

級
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第３号中「川崎市立高等学校及び幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措

置に関する条例」を「川崎市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措

置に関する条例」に改める。

　 　附則第１４項各号列記以外の部分中「川崎市立高等学校及び幼稚園の教育

職員の給与等に関する特別措置に関する条例」を「川崎市立高等学校の教育

職員の給与等に関する特別措置に関する条例」に、「市立高等学校等」を「市

立高等学校」に、「若しくは」を「又は」に改め、「又は別表第５の２幼稚

園教育職給料表の３級」及び「別表第５の２並びに」を削り、同項第２号ア

中「若しくは」を「又は」に改め、「又は幼稚園教育職給料表の３級」を削

り、同号イ中「又は幼稚園教育職給料表」を削る。

　（川崎市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正）

６ 　川崎市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１９年川崎市条例第５３号）

の一部を次のように改正する。

　　第１５条第１項中「市立幼稚園及び」及び「（以下「学校」という。）」

　を削り、同項第１号及び第４号中「学校」を「市立高等学校」に改める。

　（川崎市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

７ 　この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に支給事由が生じ、施

行日以後に支給すべき特殊勤務手当については、なお従前の例による。

　 （川崎市立高等学校及び幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関す

る条例の一部改正）

８ 　川崎市立高等学校及び幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関す

る条例（昭和４６年川崎市条例第５９号）の一部を次のように改正する。

　　題名中「及び幼稚園」を削る。

　 　第１条中「及び幼稚園（以下「市立高等学校等」という。）」を「（以下

「市立高等学校」という。）」に改める。
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　　第２条中「、園長」を削る。

　 　第３条第１項中「市立高等学校等」を「市立高等学校」に改め、「、園長」

を削る。

　 　第５条第１項中「市立高等学校等」を「市立高等学校」に改め、「又は別

表第５の２幼稚園教育職給料表の３級」を削り、同条第２項各号列記以外の

部分中「高等学校教育職給料表」を「給料表」に改め、「及びその属する職

務の級が同項に規定する幼稚園教育職給料表の２級である者が当該給料表の

３級である者となった場合」を削り、「それらの」を「その」に、「次に掲

げる額」を「当該給料表の４級の給料月額とこれに対応する３級の給料月額

に１００分の１０４を乗じて得た額との差額」に改め、同項各号を削る。

　　第７条中「市立高等学校等」を「市立高等学校」に改める。

参考資料

　　　制　定　要　旨

　東桜本小学校と桜本小学校を統合してさくら小学校とし、及び市立幼稚園を

廃止するため、この条例を制定するものである。




